
議

案

第

十

号

杉

並

区

立

児

童

青

少

年

セ

ン

タ

ー

及

び

児

童

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

六

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

立

児

童

青

少

年

セ

ン

タ

ー

及

び

児

童

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

立

児

童

青

少

年

セ

ン

タ

ー

及

び

児

童

館

条

例

（

昭

和

四

十

五

年

杉

並

区

条

例

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

二

杉

並

区

立

荻

窪

北

児

童

館

の

項

中

「

杉

並

区

荻

窪

五

丁

目

一

七

番

八

号

」

を

「

杉

並

区

荻

窪

五

丁

目

一

五

番

一

三

号

」

に

改

め

、

同

表

に

付

記

と

し

て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

付

記

杉

並

区

立

荻

窪

北

児

童

館

は

、

杉

並

区

立

消

費

者

セ

ン

タ

ー

及

び

杉

並

区

立

す

ぎ

な

み

環

境

情

報

館

と

の

複

合

的

施

設

と

し

て

設

置

す

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

荻

窪

北

児

童

館

の

位

置

を

変

更

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。




